
第５号様式（第１０条関係） 

第３回 久留米市入札監視委員会議事概要 

開催日 

・場所 

令和５年 7月 28日（金） 15：30～17：00 

久留米市本庁舎 13階 1301会議室  

出席 

委員名 

西野 惠子 （社会保険労務士）（委員長） 

石橋 信好 （税理士） 

大野 智恵美（弁護士） 

松本 博  （久留米大学法学部教授） 

議事対象 

期間 
令和５年 2月 1日～令和５年 5月 31日 

抽出案件 
総合評価入札：１件、一般競争入札：２件、指名競争入札：４件、随意契約：２件  

計９件 

 ２ 入札・契約状況報告 

 意見及び質問 回答 

 

 

 

 

・今後の入札は、通常の工事と災害復旧工事

等を並行して行うのか、通常の工事を延期す

るかなど、方針はあるのか。 

 

・昨年に比べて件数は減っているが、合計金

額が増えているのはなぜか。 

 

・指名停止措置を解除する時も通知するのか。 

 

・参加申請で書類などを提出させていると思

うが、指名停止が解除された時に書類を再度

提出させているか。 

 

・災害復旧工事であっても予算がなければ発注

できず、並行しておこなっていくのか延期する

のかなど、今後、検討することになる。 

 

・浸水対策工事等の大規模工事が多かった為、

契約金額が増加した。 

 

・解除した時は通知しない。 

 

・新たに届出等はもらっていない。あくまで参

加資格を有する者に対して、その期間は入札に

参加できないという措置なので、新たに申請し

てもらうという事はない。 

 

 ３ 入札参加資格・指名理由等の審議 

 （１）船越校区下水道管渠布設(船越小学校南)35 工区工事【総合評価】 

 意見及び質問 回答 

 

 

 

 

 

 

 

・今回の災害で影響があった為、工事が遅れ

たり、続行出来なくなったことなどはあるか。 

 

 

・どの業者が市内の業者か。 

 

・施工業者が違うために工区ごとに出来が一

定にならないという事はないのか 

・国道 210 号線の号線そのものにはほとんど

被害がなかった為、下水道工事がストップする

状況にはない。 

 

・すべて市内の業者である。 

 

・基本的には下水道の仕様というものが定まっ

ているので、同じものが作られていると考えて

いる。 
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 （２）城島校区水道管移設(下水 41 工区北)工事【条件付一般】 

 意見及び質問 回答 

 
・質問なし 

 

― 

 （３）宮ノ陣校区水道管布設(久留米大橋東)工事【条件付一般】 

 意見及び質問 回答 

 

 

 

 

・2 件目と同じ水道管の工事で、前者は３者応

札で、本案件は 1 者応札だが、その理由はあ

るか。 

 

 

 

・その時の技術者の状況によって応札状況も変

わるのではないかと考える。年度当初よりも半

ば以降に不調が増えてくる。この２件を比べる

と 2 月と 5 月の入札なのでそこで状況が変わ

っているのではないかと思う。 

 

 （４）城島校区雨水貯留施設整備工事【総合評価】 

 意見及び質問 回答 

 

・801 万円で数社が同額になっているが、どの

ような状況か。 

 

・市では予定価格や最低制限価格などを事前公

表している為、最低制限価格で６者が応札した

ものである。 

 

 （５）京町校区自転車通行空間整備(A175 号線)工事【指名競争】 

 意見及び質問 回答 

 
・質問なし 

 

― 

 （６）東櫛原町本町線（梅満町）架空配線地中化工事【指名競争】 

 意見及び質問 回答 

 
・質問なし 

 

― 

 （７）山ノ井川フラップゲート新設(三潴地区その 1)工事【指名競争】 

 意見及び質問 回答 

 

・フラップゲートの工事は何か所の工事で 418

万円になるのか。 

 

7 か所である。 

  （８）安武校区排水路改良(安-8-19 支)工事【随意契約】 

 意見及び質問 回答 

 

・随意契約に至った経緯は。 

 

・一回目は指名競争入札で不調となり、二回目

は随意契約の手続きに移った後、見積徴収にお

いて予定価格を超過したためである。 

 

 （９）小森野校区水道管改良（小森野橋北）工事【随意契約】 

 意見及び質問 回答 

 
・質問なし 

 

― 

 


